
令和4年4月1日改定

●基本料金 　　併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)

保険外負担

１日当り サービス提供体制 介護保険 介護保険 介護保険

単位数 強化加算(Ⅲ) (1割負担) (2割負担) (3割負担)

要支援１ 446 1,897 2,349 2,801

要支援２ 555 2,006 2,567 3,128

要介護１ 596 2,047 2,649 3,251

要介護２ 665 6 1,445 2,116 2,787 3,458

要介護３ 737 （おやつ代含む） 2,188 2,931 3,674

要介護４ 806 2,257 3,069 3,881

要介護５ 874 2,325 3,205 4,085

＊介護サービス費（負担割合証により1割～3割）　+　食費（保険対象外自己負担額）の合計が

 　1日の利用料金となります。

＊サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　・・・　長期勤続職員が30％の場合に加算されます。

＊食費　　　　（　朝食　　360円　　　昼食　　600円　　　夕食　　485円　）

＊「負担限度額認定証」により、第1段階～第3段階の方は食費が軽減されます。

　対象となる方はお申し出下さい。

●別途加算

介護保険(1割負担) 介護保険(2割負担) 介護保険(3割負担)

送迎加算 片道につき 184 368 552

１日につき 56 112 168

１日につき 90 180 270

１月につき 200 400 600

＊送迎加算 184円/片道

送迎を利用された場合に加算されます。

但し、実施地域以外の場合は別途料金が必要となります。

＊個別機能訓練加算 56円/日

機能訓練計画を作成し、専従の機能訓練指導員が個別の機能訓練を実施する場合。

＊緊急短期入所受入加算 90円/日

利用者の状態や家族等の事情により、緊急の利用者を受入れた場合。

＊生活機能向上連携加算　　 200円/月

①訪問リハビリテ－ションもしくは通所リハビリテ－ションを実施している事業所やリハビリテーションを

　実施している医療施設の理学療法士等が施設を訪問し、施設職員と共同でアセスメントを行い、

　個別機能訓練計画を作成する場合

②機能訓練指導員、介護職員等その他職種の者が協働し、計画に基づいて機能訓練を実施した場合。

　注）但し、個別機能訓練加算を算定している場合は、100円/月となります。

●介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

　　1月当たりの介護サービスの総単位数に、加算率(33/1000)を加算します。

●その他費用

　　日用品（ティッシュペーパー等） 実費

緊急短期入所受入加算

生活機能向上連携加算

ショーﾄステイかりんの郷・介護予防ショーﾄステイかりんの郷

利用料金表

 １日につき／単位：円

介護保険 合　計

食費

個別機能訓練加算

要介護度


